
医師に対する再教育制度の概要

・・ 行政処分を受けた医師等 ・・ 対象者全員に対して講習形式で行う団体研修と、一定期間以上臨床現場を離れる
医師等に対して行う個別研修に分類

【処分内容と再教育の類型】
・ 戒告 → 団体研修１日

・ 業務停止６月未満 → 団体研修２日＋課題研究及び課題論文１本
・ 業務停止６月～１年未満 → 団体研修２日＋課題研究及び課題論文２本
・ 業務停止１年～２年未満 → 団体研修２日＋個別研修８０時間以上
・ 業務停止２年以上 → 団体研修２日＋個別研修１２０時間以上

※ 課題論文のうち、最低１本は被処分者の処分事由に対応したものとすること。

１．再教育の対象 ２．再教育の類型

３．再教育の内容

① 団体研修

○ １日目（対象者全員に対して実施）
・ 医療関連の法令遵守及び職業倫理
・ 医療事故の予防に関する取組
・ 患者の視点に立ったインフォームド・コンセント

○ ２日目（業務停止処分以上の者に対して実施）
・ 医療事故後の対応
・ 安全管理のための方策
・ 患者の視点に立ったコミュニケーション

② 個別研修

○ 病棟回診、手術見学、症例検討会、シミュレーターを用い
たトレーニング等のうちから、個々の被処分者に応じて最も
適切な内容の研修を組み合わせて実施。
その際、被処分者の処分事由に対応した研修内容が含

まれるように配慮。

○ また、助言指導者が、月１回程度被処分者と面接を行い、
再教育の進捗管理や倫理面の配慮等を行う。

○ 被処分者は、個別研修の開始前に計画書を、修了後に
報告書を作成し、厚生労働大臣（地方厚生局）に届出。
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職業倫理に関する再教育（倫理研修）

対象者 ○医業停止処分を受けた者（被処分者）全員 ○医療事故が理由で医業停止処分を受けた者 ○医業停止期間が長期に及ぶ者

再教育に
ついての
考え方

○行政処分を受けた際に自ら省みる機会を提供する
○行政処分の理由となった技術について評価を
   行い、能力と適性に応じた、医業再開の環境
   と条件を検討する機会とする

○医業復帰に当たって、医学知識の不足と医
   療技術の低下を補うとともに、再就業先の
   環境に応じた医療技術の修得を支援する

再教育の
内容

○教育的講座の受講、社会奉仕活動、心身の鍛練、
   読書、執筆等の中から、助言指導者の支援のもと
   で、被処分者の置かれた状況にふさわしいものを
   組合わせて実施
   （助言指導者による月に１回程度の定期的な面接）

助言
指導者

○研修内容について助言し、研修成果を評価する役割
○医師以外の場合は、何らかの形で医療に関わった者
   であり、指導的な立場にある医師と連携のとれる者

再教育の
提供者

○助言指導者の他、医療関係団体、社会奉仕団体、
   公益団体、学校法人　など

再教育
期間

○３か月～１年程度
  （処分事例ごとに定める）

再教育
修了評価

基準

○医療を支える法制度等について理解がある
○医師に求められる職業倫理について理解がある
○行政処分を受けるに至った理由に対し、反省し、
   同様の問題を起こさない決意が確認できる
○自分自身の内的要因を洞察し、改善を図る取組み
   ができる　　など

○医療事故を引き起こした領域における医学知
   識・医療技術に問題がないことが確認できる

○医業再開後の業務内容を適切に選択
   できる
○医学知識、医療技術に問題がないこと
   が確認できる

再教育修
了の認定

再教育の目的

行政処分を受けた医師に対する再教育について（概要）

医療技術に関する再教育（技術研修）

○助言指導者の他、当該医療分野において実績をもつ医療機関ないし医師個人　など

※免許取消処分を受けた者については、将来的に免許の再交付がなされる場合に、再教育を義務づけることが適当。

○専門的な知識・技術を有する医師が、被処分者の医学知識と医療技術の評価を行う
○医学知識、医療技術に問題ないことを確認する
○被処分者が、自らの医療技術上の問題点を認識して、自らの能力と適性に応じた就業環境を
   選択する旨の自己評価

　行政処分を受けた医師に対する再教育については、国民に対し安心・安全な医療、質の高い医療を確保する観点から、被処分
者の職業倫理を高め、併せて、医療技術を再確認し、能力と適正に応じた医療を提供するよう促すことを目的とする。

○研修の実施後に、被処分者は研修実施報告書（被処分者が作成）及び研修評価書（助言指導者が作成）を厚生労働省に提出する
○適切に研修が実施されたと認められる場合、再教育の修了を認定し、再教育修了通知書を発行する

○専門的な知識・技術を有する医師のもとで、一定期間指導を受ける
   （医行為を伴う技術研修については、医業停止期間が終了した後に行う）

○被処分者の医療技術を評価する役割
○当該医療分野において専門的知識・技術を有する医師
　（必要に応じて、助言及び評価の補佐を行う医師を選任する）


